
（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）３３



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ３４



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）３５

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
五
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ３６



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）３７



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ３８



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）３９

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
六
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ４０



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）４１

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
七
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
八
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ４２



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）４３



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ４４

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
九
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）４５

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ４６

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）４７

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ４８



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）４９



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ５０



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５１



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ５２

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５３

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
人
事
委
員
会



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ５４

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

保

坂

ま
さ
ひ
ろ

東
京
都
監
査
委
員

中

村

ひ
ろ
し

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

後

藤

靖

子

東
京
都
監
査
委
員

小

粥

純

子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
警
）

◉
警
視
庁
告
示
第
７９号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
２７年

東

京
都
規
則
第
８
号
）
第
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
８
年
度
に
お

け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
３１日

警
視
総
監

筒
井

洋
樹



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５５



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ５６



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５７

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
労
働
委
員
会



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ５８

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
２７年

東

京
都
規
則
第
８
号
）
第
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
８
年
度
に
お

け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
３
月
３１日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三



（増刊 45）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５９

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
三
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度

に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長

増

子

博

樹



令和8年3月31日（火曜日）東 京 都 公 報（増刊 45） ６０

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

一
五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


